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指定居宅介護支援重要事項説明書 

（令和 7年４月１日現在） 

 

あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、厚生労働省令の規定に基づき、当事業

者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１． 事業者（法人）の概要 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 元気村 

代 表 者 氏 名 理事長   神成 裕介 

本 部 所 在 地 

（連絡先及び電話番号）～ 

〒365-0039 鴻巣市東一丁目1番25号 

本部事務局  ℡ 048-541-8585 / Fax 048-541-8586 

法人設立年月日 平成5年1月7日 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 名 称 蓮田翔裕園介護相談センター 

介護保険指定 

事 業 者 番 号 
埼玉県 第１１７５７０００３６号 

事業所所在地 〒349-0133 埼玉県蓮田市大字閏戸字吹上１８２６－１ 

連 絡 先 

管 理 者 氏 名 

℡ 048-765-1361（24時間連絡可能） / Fax 048-765-1362 

管理者兼介護支援専門員  作間 美穂 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
蓮田市 

※上記地域以外の方でもご相談ください。 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的 

要介護状態または要支援状態にある方に対し、適正な居宅介護支援を提

供することにより、要介護状態または要支援状態の維持・改善を目的として

目標を設定した計画的なサービスを提供します。 

運 営 の 方 針 

１ 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を

尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとしま

す。 

２  事業所の介護支援専門員は、利用者である要介護者等の心身の特性を

踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

う、援助を行います。 

３ 地域との結びつきを重視し、関係市町村、他の居宅サービス事業所及び

他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 
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４．サービスの内容 

内容 提供方法 

居宅サービス計画

作成依頼等に対す

る相談対応 

当事業所内相談室において行います。 

（必要に応じて利用者の居宅を訪問します。） 

課題分析の実施 

 

 

 

①課題分析の実施に当たっては、利用者が自立した生活を営むことが

できるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。 

②解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、利用者の居宅

を訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。 

居宅サービス計画

原案の作成 

 

 

利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、利用者及び家族の生

活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、

提供されるサービスの目標とその達成時期、サービスの種類と内容等

を記載した居宅サービス計画の原案を作成します。また、利用者の意

思に基づいた契約の確保を目的として、利用者が希望するサービスを

複数の事業者から選択可能である説明を行い、サービス計画を作成し

ます。 

サービス担当者会

議等による専門的意

見の聴取 

居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者

を招集して行うサービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等に

より、居宅サービス計画の原案の内容について、担当者より専門的見

地からの意見を求めます。 

居宅サービス計画

の説明、同意、交付 

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給

付の対象となるかどうかを区分した上で、居宅サービス計画の原案

の内容について利用者又は家族に対して説明し、文書により利用者

の同意を得た上で、居宅サービス計画は交付します 

居宅サービス計画

の実施状況の把握 

①居宅サービス計画の作成後、計画の実施状況の把握（モニタリング）

として、月1回以上訪問し、利用者及び家族、指定居宅サービス事業

者等との連絡を継続的に行い、必要に応じて計画の変更、事業者等

との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

（利用者の状態が安定しており同意を得た上で、テレビ電話装置など

活用した面談が可能な場合は2か月に1回の訪問とし、訪問しない月

についてはテレビ電話装置などによる面談とする。） 

②モニタリングの結果は記録します。 

５．営業時間 

営  業  日 毎日 （１/１～１/３は、電話対応） 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０ 

６．事業所の職員体制 

職種 業務内容 常勤 非常勤 計 

管理者兼介護支援専門員 サービスの管理全般及びサービス計画の立案 １ 名 ０ 名 １ 名 

介護支援専門員 サービス計画の立案・管理等 ４ 名 ０ 名 ４ 名 

事務員 書類作成 書類管理等 １ 名 ０ 名 １ 名 
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７．居宅介護支援利用料 
介護認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるため、自己負担額はありませ

ん。介護保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、１ヶ月につ
き給付額相当分をいただき、当事業所から指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。
この指定居宅介護支援提供証明書を後日市町村の窓口に提出しますと、全額払戻しが受け
られます。  

基本利用料 地域区分別 1単位の単価 蓮田市（6級地）１０.４２円 

居宅介護支援費 
要介護１   または２ １ヶ月につき１０８６単位 

要介護３ ４ または５ 1 ヶ月につき１４１１単位 

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます 

 

① サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 

初回加算 新規に居宅サービス計画を作成した場合 ３００単位/回 

入院時情報連携加算Ⅰ 介護支援専門員が病院又は診療所に入院した

日のうちに病院の職員に対して必要な情報を

提供した場合 

２５０単位/回 

入院時情報連携加算Ⅱ 介護支援専門員が病院又は診療所へ入院翌

日又は翌々日に、病院の職員に対して必要な

情報を提供した場合 

２００単位/回 

退院・退所加算 

 

病院等に入院、入所していた利用者の退院、

退所に当たって病院等の職員と面談を行い、

利用者に関する必要な情報提供を受けた上

で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス

等の利用に関する調整を行った場合（福祉用

具貸与が見込まれる場合には、福祉用具専門

相談員や作業療法士などの協力も得る） 

*ｶﾝﾌｧﾚﾝｽあり 

６００単位/回 

７５０単位/２回 

９００単位/３回 

*ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ無し 

４５０単位/回 

６００単位/２回 

緊急時等居宅カンファレ

ンス加算 

病院又は診療所の求めにより、病院等の医師

又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、

カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービ

ス等の利用調整を行った場合 

２００単位/回 

（月２回までを限度とする） 

ターミナルケアマネジメ

ント加算  

終末期の医療やケアに対して主治医や事業者

と連携を図った場合 
４００単位/回 

通院時情報連携加算 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医

師等に利用者の心身の状況や生活環境等の

情報提供を行い、医師などから利用者に関す

る必要な情報提供を受けた上で、居宅サービ

ス計画書に記録した場合。 

５０単位/月 

（月１回を限度とする） 

 

②加算の基準に適合していると保険者に届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 

特定事業所加算Ⅰ 
加算の体制要件、人材要件、重度要介護者等対

応要件を満たす場合（要介護3・4・5、４割以上） 
５１９単位/月 

特定事業所加算Ⅱ 
加算の体制要件、人材要件を満たす場合対応

要件を満たす場合 
４２１単位/月 
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８．秘密の保持 

⑴ 従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間

及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の

内容とします。 

⑵ 利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情

報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

⑶ 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライ

ン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 
 

９．緊急時の対応方法 

サービス提供時に利用者の病状が急変等した場合、あるいはその他必要な場合には、速や

かに主治医や協力医療機関医師への連絡等必要な措置を講じます。 
 
 
１０．事故発生時の対応 
   サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族、市町村、関係医療

機関等への連絡を行い、事故の状況や事故に際してとった処置について記録、報告、説明

し、被害の拡大防止を図るなど必要な措置を講じます。 

 

 

１１．非常災害対策 

    事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関

と連絡を密にし、取るべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従

業者等の訓練を行います。 
 

 

１２．ハラスメントの取り組み 

    事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよ

うハラスメントの防止に向け取り組みます。利用者またはその家族による事業所や担当職員に

対する以下の行為により、信頼関係が破壊され、サービスを継続することが困難と判断した場

合には、理由を文章で通知し協議をいたします。 

⑴ 身体的な力や威圧的な言動により危害を及ぼす(及ぼされそうな)行為があった場合 

⑵ 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為があった場合 

⑶ 意に沿わない性的言動・好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為があった場合 
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１３．苦情相談窓口 
  ※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

苦情受付担当者 

兼苦情解決責任者 

作間 美穂 

（管理者／主任介護支援専門員） 

電話 ０４８－７６５－４８３５ 

苦情受付担当者 

野﨑 育子 （主任介護支援専門員） 

中田 貴典 （主任介護支援専門員） 

内木 美帆    （介護支援専門員） 

中嶋 加代子   （介護支援専門員） 

小倉 徳之     （施設管理者） 

 

※上記窓口で解決できない場合は、次の窓口で対応します。 

窓  口  名 社会福祉法人元気村 苦情解決委員会（理事長主催） 

受付時間 月～金曜日 9時00分～18時00分    ※祝日・年末年始を除く 

受付電話番号 電話 ０４８－６３１－００７０ 

 

 

※苦情処理第三者委員会は、公正中立な立場で、苦情を受付け相談に応じていただけます。 

（鴻巣地区） 

鴻巣市介護保険認定審査委員 加藤 典子  

（久喜栗橋地区） 

民生児童委員 木村 善仁  

（久喜菖蒲地区） 

民生委員 児童委員協議会会長 長谷川 朱實  

（川口地区） 

法務省埼玉保護観察所所属 保護司 山岡 孝  

（蓮田地区） 

元民生委員 児童委員 下田 ナカ  
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※次の公的機関においても苦情申し出ができます。 

蓮田市役所 長寿支援課 

〒349-0193 蓮田市黒浜 2799-1 

  電話 ０４８－７６８－３１１１ 

(日、祝日、年末年始 12月 29日から    

1月3日を除く平日8時30分～17時15分) 

白岡市役所 高齢者介護課 

〒349-0292 白岡市千駄野４３２ 

電話 ０４８０－９２－１１１１ 

(日、祝日、年末年始 12月 29日から    

1月3日を除く平日8時30分～17時15分) 

伊奈町役場 福祉課  

〒362-8517  

埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 9493 さいた 

電話 ０４８－７２１－２１１１ 

 (日、祝日、年末年始12月29日から1月

3日を除く平日8時30分～17時15分) 

埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

〒338-0002  

さいたま市中央区下落合 1704 国保会館 

電話 ０４８－８２４－２５６８ 

(土日､祝日は除く8時30分～正午、

13時～17時）  

 

 

 

 

１４．法令遵守について 

   法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、下記の通り責任者を置いております。 

法令遵守最高責任者 社会福祉法人 元気村  理事長    神成 裕介 

法令遵守責任者 社会福祉法人元気村   理事       西川 雅人 

蓮田ナーシングホーム翔裕園 

法令遵守責任者 

社会福祉法人元気村 老人保健施設  

蓮田ナーシングホーム翔裕園  施設長  紺田 信 

 

 

１５．損害賠償について 

   当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やか

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様といたします。 

  ただし、損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められた場合、あるいは利用者の

置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の賠償

責任を減じるものとします。  

なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 （全国老人保健施設協会） 

保険名    賠償責任保険 （居宅介護事業者補償制度） 

 

  
 


